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国総研資料No.952

国土技術政策総合研究所資料No.952
「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準」に関する技術資料（平成29年１月）
もご覧ください。



道路の移動等円滑化に関するガイドライン
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学識経験者、関係団体、事業者等の参画のもと「道路空間のユニバーサルデザインを考
える懇談会」において検討を行い、「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」を作成。

■バリアフリー法
【平成３０年５月】
• 理念規定を設け、「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」を明確化
• 市町村がバリアフリー方針を定めるマスタープラン制度を創設 等
【令和２年５月】
• 公共交通事業者等に対するソフト基準順守義務の創設
• バリアフリー基準適合義務の対象に、旅客特定車両停留施設を追加 等

■道路移動等円滑化基準
【令和３年３月】
• 旅客特定車両停留施設の構造に関する 基準（ハード基準）、旅客特定
車両停留施設を使用した役務の提供に関する 基準（ソフト基準）を追加

■道路の移動等円滑化に関するガイドライン
【令和４年３月】
・道路の移動等円滑化整備ガイドライン（平成23年改訂）を参考に、整備

の基本的な考え方を示し、「◎道路移動等円滑化基準に基づく整備内
容」 「〇標準的な整備内容」「◇望ましい整備内容」に分けて記載し、参
考と なる知見や事例等を充実

・新たな道路施策（ほこみち、ゾーン３０プラス、自動運行補助施設を活用
したバス停への正着制御 等）におけるユニバーサルデザインへの配慮

【令和４年６月】

・令和４年４月の奈良県大和郡山市の踏切での事故を受けて、踏切道での視覚障害者
の誘導について、整備内容を明確に規定
【令和６年１月】
・視覚障害者団体、学識経験者等で構成する「踏切道等における視覚障害者誘導対策

ＷＧ」等での議論を踏まえ、踏切道内へ踏切道内誘導表示を設けることを標準的な
整備内容に位置づけるなど、改定。 https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/bf/kijun/pdf/all.pdf
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平成13年４月20日 道路構造令に「凸部、狭窄部等」が追加

■道路構造令（昭和四十五年政令第三百二十号）（抄）
（車線等）
第五条

５ 第三種第五級又は第四種第四級の道路の車道の幅員は、四メートルとするものと
する。ただし、当該道路の計画交通量がきわめて少なく、かつ、地形の状況その他の
特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十一条の二の規定により車道に狭窄部
を設ける場合においては、三メートルとすることができる。

(凸部、狭窄部等)
第三十一条の二 第四種第四級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供す
る第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を
確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を
設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

https://www.mlit.go.jp/road/press/press0/20010419.html

改正の背景

国土交通省では、車道を中心として道路全体の構造を定める現在の考え方を改め、歩行者、
自転車、路面電車等の公共交通機関、緑及び自動車のための空間をそれぞれ独立に位置付
けるとともに、これらが互いに調和した道路空間となるよう道路構造の再構築・見直しを図るた
め、道路構造令の改正を行う。
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凸部等の設置が進まない理由



生活道路における物理的デバイス等検討委員会等における検討
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平成27年３月６日
平成27年６月30日
平成28年２月22日
平成28年２月26日
平成28年３月23日
平成28年３月31日

第１回検討会委員会

第２回検討会委員会

第３回検討会委員会

第３回道路技術小委員会

第４回道路技術小委員会

「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準」策定



7

第１章 総則
１－１ 基準の目的
１－２ 適用の範囲
１－３ 凸部等の設置に関する基本方針
１－４ 用語の定義

第２章 計画
２－１ 対象とする道路
２－２ 設置計画
２－３ 留意事項

第３章 構造
３－１ 凸部
３－２ 狭窄部
３－３ 屈曲部

第４章 施工及び維持管理
４－１ 施工
４－２ 維持管理
４－３ 記録の保存

凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準（平成28年３月31日）

※直轄国道では、一般的技術基準
※補助国道では、事務処理の目安
※地方公共団体においては、技術的助言（各地域で実情に応じて対策の検討の参考）
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１－１ 基準の目的
１－２ 適用の範囲
１－３ 凸部等の設置に関する基本方針
１－４ 用語の定義

第１章 総則
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本基準は、凸部、狭窄部及び屈曲部（以下、「凸部等」という。）の設置に
関する一般的技術基準を定める。

１－１ 基準の目的
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本基準は、道路法（昭和27年法律第180号）上の道路に、道路管理者が
凸部等を設置する場合に適用する。

１－２ 適用の範囲
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１－３ 凸部等の設置に関する基本方針

（１）生活道路において、歩行者又は自転車の安全な通行を確保するため、
必要に応じて凸部等を効果的に設置し、自動車の速度を十分に減速さ
せるとともに、自動車の通行を安全性の高い幹線道路等へ誘導するよ
う、努める。

（２）凸部等の設置にあたっては、車両の安全な通行及び歩行者の安全か
つ円滑な通行が妨げられることがないよう留意する。

を基本

※１ 生活道路・・・地区に住む人が地区内の移動、あるいは、地区から幹線道路に出るまでに利用する道路
（明確な定義はない）

※２ 幹線道路･･･主に国道や県道などで通過交通を担う道路
（出典：生活道路のゾーン対策マニュアル（(一社)交通工学研究会（H23.12）））

自動車の速度を十分に減速させる

①凸部等の設置は、生活道路※１において歩行者・自転車の
安全を確保するためのものであること

②凸部等の設置が安全な通行の妨げとならないこと

幹線道路※２等へ誘導する
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（参考）事故発生時の自動車の速度が高いほど、事故が重大化傾向
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（１）凸部
道路構造令（昭和45 年政令第320 号）第31条の2に規定された凸部を
いう。

（２）狭窄部
道路構造令第31 条の2 に規定された狭窄部をいう。

（３）屈曲部
道路構造令第31 条の2 に規定された屈曲部をいう。

１－４ 用語の定義
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（参考）ハンプとバンプ

凸部、狭窄部及び屈曲部の設置
に関する技術基準の対象

ハンプ

バンプ

バンプ：運転者に
衝撃を与える

振動や騒音も発生
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１－４ 用語の定義

（４）普通自動車
道路構造令第4 条第2 項に規定された普通自動車をいう。

（５）小型自動車
道路構造令第4 条第2 項に規定された小型自動車をいう。
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第２章 計画

２－１ 対象とする道路
２－２ 設置計画
２－３ 留意事項

（１）関係者との連携
（２）注意喚起看板等の設置の検討

（３）積雪地域における対応
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２－１ 対象とする道路

生活道路において、次のいずれかに該当する場合は、沿道の状況等を
踏まえ、必要に応じて、凸部等を設置する。

１）歩行者又は自転車の事故が多発している道路
２）自動車の速度が高い道路
３）通過交通が多い道路
４）急減速等が多発している道路
５）その他、地域において凸部等の設置が必要と認められる道路

1)歩行者又は自転車の事故が多発している道路
…事故が多発している、あるいは、多発する恐れのある区間、または交差点

2)自動車の速度が高い道路
…自動車が30km/hを超えた速度で通行する区間

3)通過交通が多い道路
…通行する自動車のうち、発着地とも地域外であるものが多くを占める区間

4)急減速等が多発している道路
…急減速等が多発している区間、又は交差点

5)その他、地域において凸部等の設置が必要と認められる道路
…地元からの危険の指摘や改善の要望のある道路

学校前などで特に安全が重視される道路
まちづくりと一体的に交通安全対策を行う道路 等
交通の転換により1)～4)に該当することが地域において想定される道路も含む
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２－２ 設置計画

凸部等の設置にあたっては、計画区域を設定し、設置箇所及び種類につ
いて、計画することが望ましい。

①計画区域の設定

②設置区間・交差点の選定

③設置する凸部等の種類の選定

設置計画は、凸部等の効果を効果的に発揮させるために策定するもの。

設置による影響が単なる生活道路間での交通の転換にとどまらないよう
留意。



（参考）生活道路のゾーン対策マニュアル
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２－２ 設置計画

（１）計画区域の設定
凸部等の設置の効果を高めるため、幹線道路等で区画された区域や、

個別の抜け道の起点から 終点までの区間等、凸部等の設置を一体的に
計画すべき範囲（以下、「計画区域」という。）を設定する。

凸部等の設置の仕方によっては、生活道路間での交通の転換を避け、
凸部等の単体での減速だけでなく路線を通じて速度を抑制するとともに、
ドライバーに対して当該区域・路線が歩行者・自転車中心の一体的な空
間を形成していることを意識させるなど、高い効果を得られる。
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２－２ 設置計画

（２）設置箇所の選定
凸部等の設置は、トンネル、橋、勾配の急な箇所等を避け、接近する交

通からその存在を十分に確認できる箇所を選定する。

通行への影響、構造物に与える影響が、
十分に確認されていない。

接近する交通からの存在を
十分に確認できない。

https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/tenken/yobo3_1_9.pdf

トンネル 橋 急勾配や急カーブ

https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0748pdf/ks074819.pdf
https://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/camera/camselect.html?03015241C01950
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２－２ 設置計画

（３）種類の選定
凸部等の種類は、道路、交通、沿道の状況等を踏まえて選定する。

効果の発現、設置・施工可能性等
も踏まえ、選定。

概ねの設置箇所を選定

幅員・縦断勾配
歩道の有無・歩道の形式等の道路状況
規制速度・一方通行規制の有無
交通量・実勢速度等の交通状況
沿道の出入り・沿道の利用等の沿道状況
効果の発現等のデバイスの特徴等
を踏まえ

凸部、狭窄部、屈曲部のいずれか、
または、複数を選定
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２－３ 留意事項

（１）関係者との連携
凸部等の設置を計画するにあたっては、都道府県公安委員会により実

施される交通規制と整合を図るとともに、地域住民等の理解と協力を得る
よう努める。

○交通規制との整合
・ゾーン30（最高速度30km/h）の区域規制
・一方通行規制

○地域住民等の理解と協力
・計画にあたり、根拠とする情報等を地域住民等に分かりやすく示す

例）事故データを利用した計画区域候補の設定
ビッグデータ等を利用した危険箇所の見える化
対策前後の変化の見える化

・体験会や社会実験等の機会を設ける
・住民・利用者の声等を得る
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２－３ 留意事項

（２）注意喚起看板等の設置の検討
凸部等の設置にあたっては、必要に応じて、その存在を予告するための

注意喚起看板等の設置 について検討するとともに、当該計画区域は歩行
者又は自転車が中心の生活空間であること等を、 自動車の運転者にわか
りやすく伝えるための注意喚起看板等の設置について検討する。

注意喚起看板の設置例
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２－３ 留意事項

（３）積雪地域における対応
積雪地域においては、積雪の影響及び除雪への影響を勘案して、凸部

等の設置を検討する。

除雪の支障となることを道路管理者が懸念

降積雪地域の生活道路における物理的デ
バイス（ハンプ及び狭さく）設置箇所におい
て、冬期の除雪方法や設置効果の調査を
行い、その結果をとりまとめ
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（参考）①冬期の物理的デバイス設置箇所の主な除雪方法

機械除雪 消雪パイプによる消雪

消雪パイプを設置したハンプ除雪グレーダー
（出典：北海道開発局 道路の維持管理計画（案））
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圧雪が薄い（なし）場合の除雪

（参考）②冬期の物理的デバイス設置箇所の除雪等に関する主な課題と工夫

圧雪が厚い場合の除雪

※ハンプの設置位置を把握するため、除雪の支障にならない場所にスノーポールを設置する方法も

除雪グレーダーでの除雪（イメージ）
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冬期もハンプを存置している地域

（参考）③降積雪地域における物理的デバイスの速度抑制効果

冬期に
速度上昇

冬期に
速度減少

冬期にハンプを一時撤去している地域

+4.1km/h

+2.5km/h

※冬期は、ハンプ
形状がはっきり現
れなくても、堆雪に
よって速度が抑制
されると考えられる。
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第３章 構造

３－１ 凸部
３－２ 狭窄部
３－３ 屈曲部
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３－１ 凸部

（１）凸部は、当該部分を通行する自動車を十分に減速させる構造を標準
とする。

■基本的な考え方
・凸部およびその付近で30km/hを下回ることが目安

■凸部設置の狙い
・凸部は、そこを通行する自動車の速度が、30km/hを超えると、

運転者に不快感を与えることにより、速度を抑制する効果を期待。



（参考）２回目以降の通行では不快感が少なくなる速度で走行

31
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３－１ 凸部

（２）凸部は、その端部から頂部までの部分（以下、「傾斜部」という。）及び
凸部の頂部における平坦な部分（以下、「平坦部」という。）から成り、そ
の構造は、凸部を設置する路面から平坦部までの垂直方向の高さ（以
下、「凸部の高さ」という。）、凸部を設置する路面に対する傾斜部の縦
断勾配、縦断方向の傾斜部の形状及び縦断方向の平坦部の長さによ
り規定する。
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３－１ 凸部

凸部の通行の安全性、周辺環境への影響

凸部の高さ 傾斜部の縦断勾配 傾斜部の形状 平坦部の長さ

例）凸部を高くする＆平坦部を短くすると･･･

例）傾斜部の縦断勾配を大きくする
＆ 凸部の高さを高くすると･･･

車体底部が路面と接触する恐れ

通過時の衝撃などで周辺環境へ
悪影響を与える恐れ

速度抑制などの効果
車両と凸部との接触

標準的な形状の導出

騒音・振動
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３－１ 凸部

（３）速度が 1 時間につき 30 キロメートルを超えている自動車を十分に減
速させる場合には、凸 部の構造は次による。
１）凸部の高さ 10 センチメートルを標準とする。
２）傾斜部の縦断勾配 平均で 5 パーセント、最大で 8 パーセント以下

を標準とする。
３）傾斜部の形状 凸部を設置する路面及び平坦部とのすりつけ部を含

め、なめらかなものとする。
４）平坦部の長さ 2 メートル以上を標準とする。

30km/hを超えている自動車を十分に減速させる場合の凸部の構造

［平面図］ ［縦断面図］

【標準】
平坦部の長さ

2m以上

【標準】凸部の高さ10cm

傾斜部の形状は
路面および平坦
部とのすりつけ部
を含め、なめらか
なものとする

【標準】

傾斜部の縦断
勾配平均5％
（最大8％）

傾斜部 平坦部 傾斜部

すりつけ部
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（参考）騒音・振動

サイン曲線形状の傾斜部で、騒音・振動を抑えられることが確認されている。



ハンプの路面表示

36

「法定外表示等の設置指針について」
（警察庁丁規発第７号平成 26 年１月 28 日警察庁交通局交通規制課長通達）抜粋

３ 法定外表示等の運用
(1) 統一化を図るもの
エ ハンプ路面表示

ハンプが設置されている場所に、原則として設置する。
(ア) 仕様等

ａ 使用する色は、視認性を確保するために、ハンプ路面の色と対照的な
わかりやすい色を使用すること。ただし、黄色は使用しないこと。

ｂ ハンプ路面表示の形状には三角形を並列して２つ設置する。
ｃ 標準的な寸法については、様式５のとおりとする。
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ハンプの路面表示
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ハンプの路面表示



39

（参考）歩道がない道路での凸部の設置幅

・脱輪等を防止するととも
に、反射板を設置する等、
夜間の視認性に特に配慮

・設置箇所の歩行者・自転
車の状況を考慮して設置幅
を決定

・沿道の出入りの妨げとなら
ないこと、排水を阻害しない
こと、排水溝の管理を阻害し
ないこと等、周辺環境に悪
影響を及ぼさないことに配慮



40（出典）道路の移動等円滑化に関するガイドライン（令和４年６月国土交通省道路局）

（参考）ユニバーサルデザインの観点からの留意点（単路部のハンプ）



41（出典）道路の移動等円滑化に関するガイドライン（令和４年６月国土交通省道路局）

（参考）ユニバーサルデザインの観点からの留意点（交差点部のハンプ）



（参考）ユニバーサルデザインの観点からの留意点（交差点部のハンプ）

42（出典）道路の移動等円滑化に関するガイドライン（令和４年６月国土交通省道路局）



（参考）ユニバーサルデザインの観点からの留意点（交差点部のハンプ）

43（出典）道路の移動等円滑化に関するガイドライン（令和４年６月国土交通省道路局）



（参考）ユニバーサルデザインの観点からの留意点（スムーズ横断歩道）

44（出典）道路の移動等円滑化に関するガイドライン（令和４年６月国土交通省道路局）
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３－２ 狭窄部

（１）狭窄部は、当該部分を通行する自動車を十分に減速させる構造を標
準とする。

（２）狭窄部の構造は、最も狭小な車道の幅員により規定する。
（３）狭窄部の最も狭小な車道の幅員は、3 メートルを標準とする。

（平面図）

路肩等 車道 路肩等

張り出し部張り出し部

 

車道
幅員路肩等 路肩等

路肩等 路肩等車道

（断面図）
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（参考）狭窄部の幅員

車両制限令により、車両の幅の最高限度は2.5m
通行可能な車両の幅は道路幅員より0.5m小さいものでなければならない
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（参考）狭窄部の幅員と速度抑制効果

幅員が狭い方が速度抑制効果が高い。
一方通行の単路等においては、幅員3mでも十分な減速がなされない場合も。
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（参考）車両の幅を限定した狭窄部の事例

狭窄部の設置にあわせて通行する車両の幅が交通規制等により
限定されている場合

・狭窄部の幅員は、最大の車両の幅に 0.5m を加えた幅を下回らない
・緊急車両の通行を考慮した構造

車両の幅を限定した狭窄部の事例
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（参考）狭窄部における張り出し部の形状

・沿道の状況等に応じて、張り出し部の形状を選択する。
・片側のみに張り出し部を設けた場合でも、通行する車両が歩行者の方向

を向いた際の注意喚起等のため、張り出し部を設けない側にもゴム製
ポール等を設置することが望ましい。



（参考）狭窄部における歩行者空間の確保

50

車椅子等の通行を阻害しないため、
ゴム製ポール等のない空間の幅を1m以上確保することを基本



（参考）ユニバーサルデザインの観点からの留意点（狭さく）

51（出典）道路の移動等円滑化に関するガイドライン（令和４年６月国土交通省道路局）



（参考）狭窄部における自転車の想定される走行経路

52

自転車の車道通行を基本とした構造とする。
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（参考）狭窄部の設置例
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３－３ 屈曲部

屈曲部は、普通自動車が通行可能で、当該部分を通行する小型自動車
を十分に減速させる構造を標準とする。

普通自動車（道路構造令第4条第2項に示され
た普通自動車の諸元を有する自動車）

小型自動車（道路構造令第4条第2項に示され
た小型自動車の諸元を有する自動車）

■道路構造令（昭和四十五年政令第三百二十号）（抄）
（車線等）
第五条

第四条 道路の設計に当たっては、第一種、第二種、第三
種第一級若しくは第四種第一級の普通道路又は重要物流
道路（～（略）～）である普通道路にあっては小型自動車及
びセミトレーラ連結車（～（略）～）が、その他の普通道路に
あっては小型自動車及び普通自動車が、小型道路にあっ
ては小型自動車等が安全かつ円滑に通行することができ
るようにするものとする。
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車道の屈曲部は、道路構造令では、曲線形と規定されているが、
生活道路における 速度抑制のための屈曲部は例外となっている。

（参考）生活道路における屈曲部は、曲線形でなくてもよい
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（参考）屈曲部の形状の例

通行シミュレーション

走行実験
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（参考）屈曲部の形状と速度抑制効果



（参考）ユニバーサルデザインの観点からの留意点（屈曲部）

58（出典）道路の移動等円滑化に関するガイドライン（令和４年６月国土交通省道路局）
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第４章 施工及び維持管理

４－１施工
（１）材料
（２）施工方法

４－２維持管理
（１）点検
（２）補修

４－３記録の保存



60

４－１ 施工

（１）材料
凸部等の材料は、耐久性があり、車両及び歩行者の安全な通行が確保

できるものを用いる。

通常の道路は耐久性を有しているとみなすことができるため、同様
の材料を用いて確実に施工された場合には、同様に耐久性を有する
ことが想定される。

通常の道路の部分と異なる材料については、他の道路の部分と比
べ、著しく早く劣化・破損しないものが、耐久性を有する材料と考えら
れる。

くぼみ

ひび割れ

はがれ・めくれ

目地の開き
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４－１ 施工

（２）施工方法
凸部等の施工にあたっては、交通の安全及び他の構造物への影響に留

意し、計画された構造を満たすよう、安全かつ確実に行う。

・交通の安全に留意

・他の構造物への影響に留意
･･･排水を妨げない、側溝等の排水施設の維持管理を妨げない

既設の舗装を不必要に傷つけない
舗装内部へ雨水の浸透をさせない（意図した場合除く）

・計画された構造が満たされていない場合
･･･十分な速度抑制がなされない

車両と凸部等の接触
騒音や振動の発生



（参考）ハンプの施工に関する参考資料（案）

○ 適切なサイン曲線形状のハンプをできるだけ容易に施工できることを目指して、アスファルト舗装
によりハンプを施工する方法を例示する「ハンプの施工に関する参考資料（案）」を作成

○ 国総研HPより入手可能

62



（参考）施工方法のポイント ①サイン曲線型枠（傾斜部）の使用

○ 施工者が形状の確認を行いながら施工できるよう、サイン曲線形状の型枠（傾斜部）を使用

○ 型枠を容易に準備できるよう、実寸大のデータ（PDF、CAD）をHPで提供

（木工所等で、加工・製作可能）

63

傾斜部

平坦部

型枠

■サイン曲線形状の型枠
（形状データを木工所へ送信し、製作）

■サイン曲線形状データ（資料付録）
（PDF形式、CAD（P21）形式）

■サイン曲線型枠の使用イメージ



（参考）施工方法のポイント ②舗装厚確保のための「溝切り」

○ 傾斜部と既存路面のすりつけ部分は、舗装厚が非常に薄く、施工性や、供用後の損傷の懸念

○ 舗装厚を十分に確保するために、既設路面（表層）の一部を切削した部分（溝切り）を設ける
※平坦部を含めて設置箇所全面を切削する事例もあり、現地状況により適宜判断

64

■舗装設計便覧（平成18年日本道路協会）
「アスファルト系材料（混合物型）を用いる場合の表層厚は、最大粒径の2.5倍程度以上の厚さを目安
とすればよい」

平坦部傾斜部（延長2m）

溝切り 例）延長80cm

既設路面

約3.3cm
最大粒径13mmの2.5倍以上

■溝切りの設定例（縦断面図）



（参考）施工方法のポイント ③平坦部と傾斜部の分離施工・余長部分

○ 形状がシンプルで施工や出来型確認が容易な平坦部を先に施工し、その後に傾斜部を施工

○ 平坦部と傾斜部の境界付近が転圧時に低くならないよう、平坦部の施工時に、延長を延ばして
施工し、傾斜部の施工時に調整する「余長部分」を設定

65

■余長部分の設定例（縦断面図）

傾斜部（延長2m） 平坦部

既設路面

余長部分

傾斜部の施工高さ
（サイン曲線形状）

10cm

傾斜部施工時に
所定の高さに調整

例30cm

例5.4mm



（参考）サイン曲線形状との差（例示手法）

66
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傾斜部 平坦部 傾斜部

：例示方法

：既設ハンプ（11箇所）
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４－２ 維持管理

凸部等は、その効用が損なわれることがないよう維持管理を行い、常に
良好な状態に保たれるよう努める。
（１）点検

日常のパトロールにおいて、目視により、凸部等に破損又は劣化等の異
常がないか点検する。
（２）補修

点検により、凸部等において、車両の安全な通行又は歩行者の安全か
つ円滑な通行が妨げられるおそれがあると認めた場合には、速やかに補
修しなければならない。

特に、凸部については、なめらかさを失うと騒音、振動等につながる可能性

くぼみ

ひび割れ

はがれ・めくれ

目地の開き
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４－３ 記録の保存

凸部等の維持管理を適切に行うため、凸部等の設置位置、種類、設置
年月、構造、補修履歴その他必要な事項を記録し、適切に保存する。

凸部の記録を保存することで、対策の実施エリアの把握、効果の
確認、設置の計画、補修・更新の計画等を容易にする。



「ゾーン30プラス」を進めるために行っている国総研の取り組み

69https://www.nilim.go.jp/lab/geg/hump/hump.htmlハンプ紹介 検索



「ゾーン30プラス」を進めるために行っている国総研の取り組み

70

https://www.mlit.go.jp/road/road/
traffic/sesaku/pdf/contact.pdf「ゾーン３０プラス」に関する問い合わせ先 検索

https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1268.htmハンプ 事例集 検索



おわりに

71https://www.nilim.go.jp/lab/geg/seikatsu.htm

国総研 生活道路 検索

■お問い合わせ先
国土技術政策総合研究所道路交通研究部道路交通安全研究室

nil-roadsafety@mlit.go.jp TEL:029-864-4539



国土交通省 国土技術政策総合研究所
道路交通研究部 道路交通安全研究室

ご清聴ありがとうございました

国土技術政策総合研究所
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